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款 大事業

項 中事業
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予算種別 補助/単独 事業区分
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前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

令和 2年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
9. 教育費 5. 奨学資金補助事業

1. 教育総務費

2. 事務局費 教育総務課

（佐倉市）　　

第３章
心豊かな人づくり、まちづくり -

平成28年度 -

経常 単独 計画 0 0 4,851 基本施策６
学力向上の推進 平成29年度 -

平成30年度 -

施策２
経済面での学習支援を行います 平成31年度 -

令和 2年度 -

0

5,500 5,500

・ホームページ、広報紙、学校への通知等による奨学金 　経済的な理由により高等学校等に修学することが困難 　経済的な理由により高等学校等での修学が困難な方に

制度の周知を図ります。 な方に対し、その経済的負担の軽減を図り、教育の振興を図ることを目 対して補助金による支援を行うことで、授業料以外にかかる教育費の負

・奨学金交付申請に係る内容の審査を行い、交付決定者に対して在学状 的とします。 担を軽減することができます。

況等を確認した上で奨学金の額を確定し、奨学資金を支給します。

平成27年度の補助金交付要綱の見直しに合わせ、

従前の交付基準を維持しながら県の補助制度である高等学校等奨学のた

めの給付金との調整を図り、県の交付基準に該当する場合は、その差額

を支給する制度としました。このため、県の補助金額との調整が必要と

なります。

18 5,500 5,600 △100

差引一般財源 0 5,500 0 5,500


